
平成24年12月25日教育委員会告示第19号 

 

佐久市文化振興推進企画委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本市の文化振興の推進を図るため、佐久市文化振興推進企画委員会（以下「委

員会」という。）を置く。 

（任務） 

第２条 委員会は、次の事項について調査及び検討し、その成果を佐久市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）に報告するものとする。 

(１) 文化振興計画の推進に関すること。 

(２) 文化振興基金の活用に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員10人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(１) 識見を有する者 

(２) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、社会教育部文化振興課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

 

 

 

 

 

資料１ 



佐久市文化振興基金の運用益の活用について（経過と使途） 

 

平成２４年６月 

 佐久市文化振興基金を設立。原資約１９億８千万円を運用し、その運用益を文化振興施策に活用

することとする。 

平成２４年８月 

 佐久市文化振興計画策定 

平成２４年９月・１０月 

 佐久市文化振興基金で９月に大阪府債、１０月に利付国債を購入。運用益は、平成４３年まで毎

年約３千３百万円が見込まれる。 

平成２５年２月 

 第１回佐久市文化振興推進企画委員会開催（第１期） 

 佐久市文化振興基金の運用益を活用し、文化振興事業を実施していく旨を提案 

（以後の委員会で、実施する事業について議論を重ねる） 

平成２６年９月 

 第１０回佐久市文化振興推進企画委員会（第１期）で文化振興基金運用益の活用方針を策定。運

用益は、鑑賞型、体験・参加型、支援型の各事業と、大型イベント開催のための積立に配分するこ

ととした。                                 … 資料３ 

平成２７年２月 

 第１回佐久市文化振興推進企画委員会開催（第２期） 

平成２８年１２月 

 第７回佐久市文化振興推進企画委員会開催 

「運用益を活用し招へい型の公演を継続して実施していくだけでは、２０年後の運用益が見込めな

くなった時に公演を開催してきたという実績は残るが、それだけでは文化振興とはいえない。そこ

で、鑑賞型だけでなく、体験・参加型、支援型の各事業も並行して実施すること、多くの子どもが

参加できる〈キッズ・サーキット ｉｎ ＳＡＫＵ〉を実施するなど、２０年以降も市民が自発的に

舞台芸術に係わっていけるような文化振興事業を実施しているところである。 

 これを更に進めるため、舞台芸術の企画・開催を業務としている(一財)佐久市文化事業団と協力

し、それぞれが事業を実施している状態から、合同会議などにより意見を交わし共同で事業を開催

する必要がある。」 

平成２９年２月 

 第７回佐久市文化振興推進企画委員会及び合同会議開催 

「佐久市文化振興推進企画委員会と(一財)佐久市文化事業団それぞれの意見や要望を取り入れなが

ら、平成３０年度以降の文化振興事業の案を策定していく。選抜の委員による合同の打合せを行っ

ていく。」 

平成２９年３月まで 

 基金の運用益を活用し、佐久市文化振興推進企画委員会で検討した事業、佐久市教育委員会で計

画した公演、(一財)佐久市文化事業団の自主事業を実施してきた。        … 資料４ 

平成２９年３月２８日 

 第１回佐久市文化振興推進企画委員会開催（第３期） 

平成２９年５月（予定） 

 第２回佐久市文化振興推進企画委員会開催 

・佐久市芸術文化活動事業補助金交付申請の審査会 

・平成３０年度以降の文化振興事業の検討 

 （これまでの文化振興事業の実施方針の確認、新たな意見や開催すべき公演等のとりまとめ、 

  合同うち合わせの委員選出） 

 

資料２ 



平成 26 年 9 月

佐久市教育委員会

文化振興推進企画委員会

芸 術 文 化 振 興 の 施 策

（ 文 化 振 興 基 金 運 用 益 の 活 用 ）

資料３－１



参考資料３－１ 
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平成 29年度 佐久市芸術文化活動事業補助金 
応募要項  プランＢ(補助上限金額 30万円) 

 

 

佐久市芸術文化活動事業補助金の目的と仕組み 
 

 佐久市芸術文化活動事業補助金は、市内で行なう芸術文化活動を支援する制

度です。市民の皆様が行う主体的な芸術文化活動を促し、コンサートや展覧会

等の様々な芸術文化を鑑賞する機会が拡充するよう、芸術文化活動に対して佐

久市文化振興基金の運用益の一部を補助金として交付します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 補助対象者 

  補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たしている団体です。 

（１）市内に活動拠点を有し、市民が含まれる団体 

（２）代表者が明らかであり、その者が成人である団体 
 

 

２ 補助対象事業 

  補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件をすべて満たしている事業で

す。 

（１）市民を対象として行われる芸術文化に関する事業（市民が鑑賞できる会場で表

現・発表される芸術文化活動） 

（２）市内で行われ、多くの市民が鑑賞できる事業 

（３）佐久市の他の補助金等を受けていない事業 

（４）平成 29年４月１日～平成 30年３月 31日の間に行われる事業 

（５）以下に掲げる事項に該当していない事業 

ア 特定の個人又は団体に対して行う事業 

イ 学校が主催する事業 

ウ 政治的・宗教的活動、営利及びチャリティーを目的とした事業 

 （補助対象者の活動に営利を目的としている部分が含まれいるかに関わらず、 

申請事業そのものが営利を目的としていないもの。） 

エ 公序良俗に反する又はそのおそれのある事業 
 

 

 

芸術文化活動 

 

芸術団体 

文化団体 

その他の団体 

基金の 

運用益 

 

佐久市 

佐久市文化振興 

基金 

１９億８千万円 

 

佐久市 

基金を 

運用 

一部を補助金 

として交付 

運用益で 

事業実施 

文
化
振
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３ 提出書類及び申請期間 

（１）補助金の交付を希望する団体は、佐久市芸術文化活動事業補助金交付申請書を

提出してください。また申請書には次の書類を添付してください。 

ア 芸術文化活動事業審査資料（団体・事業） 

イ 収支予算書 

ウ 団体や事業の概要がわかるもの（任意） 

（例：事業の企画書、前年度実施事業のチラシ・プログラム・事業実績書） 

エ 団体員名簿（事業内容が団体員の専門性と関係がある場合は、その団体員の

プロフィールを添付してください。） 

オ 主な演奏者、上演者、講演者等のプロフィール。謝礼を支払う演奏者等は、

必ず添付してください。（任意様式） 

カ 団体規約等の写し（団体規約等がある団体のみ） 

キ 提出書類チェックリスト 

（２）申請期間 

平成 29年４月３日（月）～４月 28日（金）（必着） 

（３）提出方法 

佐久市教育委員会 文化振興課へ郵送か持参してください。 
 

 

４ 補助金の額 

  補助金の額は、補助対象経費の１／２以内です。ただし、事業の収入に補助金を

加算した金額が補助対象経費を上回る場合は、その差額分を減額します。 

 また、上限を 30万円とし、予算の範囲内で補助します。（千円未満切り捨て） 
 

 

５ 補助対象経費 

  補助対象経費は、補助対象事業開催のために必要な経費のうちに次に掲げるもの

とします。これ以外の経費は、補助対象事業開催のために必要な経費であっても、

補助対象経費にはなりません。 

補助対象経費 注意事項 

（１）会場使用料 ＊会場と会場に附帯する設備の使用料 

＊本番とリハーサル・ゲネプロ（１回）又は本番と

前日準備に限る。 

（２）舞台設備等の借上料 ＊事業の実施に必要な音響・照明など、会場に備え

る設備の借上料 

＊本番とリハーサル・ゲネプロ（１回）又は本番と

前日準備に限る。 

（３）演奏者、上演者、講演

者等への謝礼 

＊申請団体に所属する者は除く。 

＊本番とリハーサル・ゲネプロ（１回）に限る。そ

れ以外の練習や打合せ等に係るものは対象外。 

＊収支予算書に支払対象者の氏名等を記載し、プロ

フィールを添付する。 

＊演奏者等から謝礼の領収書がもらえない場合は、

担当課へ相談してください。 
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（４）演奏者、上演者、講演

者等への交通費、宿泊費 

＊申請団体に所属する者は除く。 

＊交通費は、本番前後の１往復分、宿泊費は、本番

の前日又は当日のいずれか１泊に限る。 

＊公共交通機関、旅行会社、旅館、ホテル等から申

請団体宛の領収書が必要。（演奏者等へ支払う「お

車代」等は謝礼とみなします。） 

（５）印刷製本費 ＊本番に係るもののみ。 

（６）佐久市教育委員会が事

業の実施に必要と認めたもの 

 

※（１）～（６）以外の経費は認めません。 

※収支予算書に計上されていない経費は、精算時に対象経費として計上することはで

きません。申請の段階で綿密な計画を立てるようにしてください。 
 

 

６ 事業の審査 

（１）申請のあった事業について、佐久市教育委員会が佐久市文化振興推進企画委員

会に評価を付託します。その評価を受け、佐久市教育委員会が採択する事業を決

定します。 

（２）審査の結果、補助金減額又は補助事業不採択となることがあります。 

（３）審査結果は、応募されたすべての団体に対し通知します。（５月下旬） 
 

 

７ 補助事業の表示 

  補助金を受けて実施する事業の印刷物には、「佐久市文化振興基金活用事業」と

明示してください。また、事業の開催中にも「佐久市文化振興基金活用事業」の表

示に努めてください。 
 

 

８ 補助事業実績報告 

（１）補助事業が終了したら、30日以内又は平成 30年３月 30日のいずれか早い日

までに、補助事業実績報告書を佐久市教育委員会へ提出してください。 

（２）補助事業実績報告書には次の書類を添付してください。 

ア 補助事業に係る収支決算書及び領収書の写し 

（ア）補助対象経費の領収書の写しは必ず添付してください。適切な支出である

ことが、添付書類等から確認できない場合や不備がある場合には、補助金を

交付することができませんので、保管には十分ご注意ください。 

（イ）領収書の宛名は必ず申請団体名でもらってください。立替精算は認めませ

ん。 

（ウ）インターネットを利用した通販や、口座振替・振込により支払いをした場

合でも、領収書は必要です。 

イ 芸術文化活動事業評価報告書 

ウ 補助事業の実施内容が分かる資料（写真かビデオ、チラシやプログラム） 
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９ 補助金交付請求 

  補助金確定通知書を受け取ったら、佐久市芸術文化活動事業補助金交付請求書に

より補助金の交付の請求をしてください。 
 

 

１０ 補助事業の変更又は中止 

  補助事業を内容変更又は中止する場合は、速やかに佐久市芸術文化活動事業補助

金変更（中止）承認申請書を佐久市教育委員会に提出してください。 

  事業内容の変更とは、次のいずれかに該当する場合です。 

（１）収入又は支出項目の変更 

（２）実施期日・場所の変更 

（３）演奏者等の変更 
 

 

１１ 芸術文化の範囲 

  佐久市芸術文化活動事業補助金制度における芸術文化は、佐久市文化振興計画に

おいて定義されている「文化の領域」の範囲とします。 

（１）芸術（文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊等） 

（２）メディア芸術（映画、漫画、アニメーション等） 

（３）伝統芸能（雅楽、能楽、文楽、歌舞伎等） 

（４）芸能（講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱等） 

（５）生活文化等（茶道、華道、書道、国民娯楽、出版物等） 

（６）文化財等（有形文化財及び無形の文化財等） 
 

 

１２ 申請書類等について 

  申請に必要な書類の様式は、佐久市教育委員会社会で配布します。 

  申請方法、提出書類、補助金額など詳しい内容について説明しますので、事前に

ご相談ください。 

 ※佐久市のホームページからもダウンロードできます。 

  http://www.city.saku.nagano.jp 
 

 

１３ 審査基準 

  審査の基準は、佐久市芸術文化活動事業補助金交付要綱の規定によるものの他、

以下のとおりです。 

（１）次のいずれかの点で、他と比べて高い芸術性を有する事業で、佐久市教育委員

会が、地域の芸術文化の振興に寄与すると認める事業 

ア 意欲的あるいは新しい視点で企画されているもの 

イ 既存の枠にとらわれない独創性・創造性を有しているもの 

ウ 明確な開催趣旨やテーマがあり、事業に反映されているもの 

エ 申請者及び出演者の実績や技術があり、事業の継続性・発展性が見込めるも

の 

オ その他の点で評価できるもの 
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１４ 補助金交付の方針 

（１）補助金の交付は、１団体につき、同一年度内で１回とし、最初に交付を受けて

から 10年間です。 

（２）補助金の交付は、多様な芸術文化活動に幅広く行いますが、申込者多数の場合

は以下の事業を優先します。 

ア 高い芸術性を有する芸術文化活動だが、その性格上採算の望めない事業 

イ 実績や将来性を有するが、財政的基盤が十分でない芸術文化団体等の事業 

ウ 新たな局面を切り開く可能性が認められる先駆的・実験的な事業 

エ 次世代の芸術文化を育てる事業 

オ 地域の文化振興や文化財の保存・活用に関し、寄与が大きいと認められる事

業 
 

 

１５ その他の注意事項 

（１）補助金額 30万円と 10万円は、同じ年度内に両方申請することはできません。

前年度と補助金額を変更して申請することは可能です。この場合の交付を受ける

ことができる年数は、継続して計算するものとします。（例：10万円を５年にわ

たり交付を受けた後、30万円に５年間申請は可能） 

（２）申請書は、必要事項が記載され添付書類が揃っていれば受付いたしますが、書

類審査の後、記載事項の訂正や添付書類の追加提出をお願いすることがありま

す。 

（３）申請多数の場合に、補助金額を減額することがあります。 

（４）佐久市芸術文化活動事業補助金の応募要項は、変更することがあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類提出場所及び問い合わせ先 

  佐久市教育委員会事務局 社会教育部 文化振興課 文化振興係 

（住 所）〒385-8501 

佐久市中込３０５６（佐久市役所南棟）佐久市教育委員会 文化振興課 

（連絡先）電 話：０２６７－６２－５５３５ 

    ﾌｧｸｼﾐﾘ：０２６７－６４－６１３２ 
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１６ 日程および事務手続きの流れ ～公募から補助金受取まで～ 

 

  芸術文化団体等               市・市教育委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

芸術文化事業の企画 芸術文化活動事業補助金の公募 

① 補助金交付申請書の作成 

4 月 3 日（月）～4 月 28 日（金） 

補助事業の審査 

5月下旬 

補助金交付決定 

補助金交付決定通知書の作成 

6月上旬 

「佐久市文化振興基金活用事業」 

の表示 

補助事業の開催 

③ 実績報告書の作成 

30日以内又は平成 30年 3月 30日

（金）のいずれか早い日まで 

事業内容確認 

補助金額の確定 

補助金確定通知書の作成 

④ 補助金交付請求書の作成 

補助金交付請求書の確認 

補助金の交付 

補助金受取 

請求書提出後、概ね 1ヶ月 

提出 

交付 

提出 

通知 

提出 

通知 
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佐久市芸術文化活動事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、佐久市文化振興計画に基づき、芸術文化活動の普及と充実を図り、市民が

様々な芸術文化に触れる機会を拡充するため、市内の団体が行う芸術文化活動に要する経費に

対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、佐久市補助金等交付規則（平成17年佐久

市規則第40号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

(１) 市内に活動拠点を有し、かつ、市民が含まれる団体であること。 

(２) 代表者が明らかであり、かつ、その者が成人であること。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者が主催

し、市内において市民を対象として行う芸術文化に関する事業であって、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

(１) 本市の他の補助金の交付を受けていないこと。 

(２) 補助金の交付の申請をした日の属する年度の末日までに完了する事業であること。 

(３) 特定の個人又は団体に対して行う事業でないこと。 

(４) 学校が主催する事業でないこと。 

(５) 政治的活動又は宗教的活動を目的とした事業でないこと。 

(６) 営利を目的とした事業でないこと。 

(７) チャリティーを目的とした事業でないこと。 

(８) 公序良俗に反する事業又はそのおそれのある事業でないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲げる経費と

する。 

(１) 会場使用料 

(２) 舞台設備等の借上料 

(３) 演奏者、上演者、講演者等（以下「演奏者等」という。）への謝礼 

(４) 演奏者等の交通費及び宿泊費 

(５) 印刷製本費 

(６) 前各号に掲げるもののほか、佐久市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が事業の

実施に必要と認めたもの 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額（その額に1,000円未満の端数を生じた

ときは、これを切り捨てた額）とし、30万円を限度とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額（以下「算出額」という。）と補助対

象事業による収入額との合計額が、補助対象経費の額を上回るときは、その差額を算出額から差

し引いた残りの額を補助金の額（その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て

た額）とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、佐久市芸術文化活動事

業補助金交付申請書（様式第１号）を教育委員会に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第７条 教育委員会は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、補助金の交付の可否

を決定し、申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 
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第８条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助対象事業が完了

したときは、佐久市芸術文化活動事業補助金実績報告書（様式第２号）を教育委員会へ提出しな

ければならない。 

２ 前項に規定する報告書の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補

助金の交付決定のあった日の属する年度の３月31日のいずれか早い日とする。 

（交付請求） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、佐久市芸術文化活動事業補助金

交付請求書（様式第３号）を教育委員会に提出しなければならない。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年12月24日教委告示第24号） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

様式第１号（第６条関係）（省略） 

様式第２号（第８条関係）（省略） 

様式第３号（第９条関係）（省略） 



資料２ 
参考資料３－２ 

1 

平成 29年度 佐久市芸術文化活動事業補助金 
応募要項 プランＡ (補助上限金額 10万円) 

 

 

佐久市芸術文化活動事業補助金の目的と仕組み 
 

 佐久市芸術文化活動事業補助金は、市内で行なう芸術文化活動を支援する制

度です。市民の皆様が行う主体的な芸術文化活動を促し、コンサートや展覧会

等の様々な芸術文化を鑑賞する機会が拡充するよう、芸術文化活動に対して佐

久市文化振興基金の運用益の一部を補助金として交付します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 補助対象者 

  補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たしている団体です。 

（１）市内に活動拠点を有し、市民が含まれる団体 

（２）代表者が明らかであり、その者が成人である団体 
 

 

２ 補助対象事業 

  補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件をすべて満たしている事業で

す。 

（１）市民を対象として行われる芸術文化に関する事業（市民が鑑賞できる会場で表

現・発表される芸術文化活動） 

（２）市内で行われ、多くの市民が鑑賞できる事業 

（３）佐久市の他の補助金等を受けていない事業 

（４）平成 29年４月１日～平成 30年３月３１日の間に行われる事業 

（５）以下に掲げる事項に該当していない事業 

ア 特定の個人又は団体に対して行う事業 

イ 学校が主催する事業 

ウ 政治的・宗教的活動、営利及びチャリティーを目的とした事業 

 （補助対象者の活動に営利を目的としている部分が含まれいるかに関わらず、 

申請事業そのものが営利を目的としていないもの。） 

エ 公序良俗に反する又はそのおそれのある事業 
 

 

 

芸術文化活動 

 

芸術団体 

文化団体 

その他の団体 

基金の 

運用益 

 

佐久市 

佐久市文化振興 

基金 

19億８千万円 

 

佐久市 

基金を 

運用 

一部を補助金 

として交付 

運用益で 

事業実施 

文
化
振
興
事
業 
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３ 提出書類及び申請期間 

（１）補助金の交付を希望する団体は、佐久市芸術文化活動事業補助金交付申請書を

提出してください。また申請書には次の書類を添付してください。 

ア 芸術文化活動事業審査資料（団体・事業） 

イ 収支予算書 

ウ 団体や事業の概要がわかるもの（任意） 

（例：事業の企画書、前年度実施事業のチラシ・プログラム・事業実績書） 

エ 団体員名簿（事業内容が団体員の専門性と関係がある場合は、その団体員の

プロフィールを添付してください。） 

オ 主な演奏者、上演者、講演者等のプロフィール。謝礼を支払う演奏者等は、

必ず添付してください。（任意様式） 

カ 団体規約等の写し（団体規約等がある団体のみ） 

キ 提出書類チェックリスト 

（２）申請期間 

平成 29年４月３日（月）～12月 28日（木）（必着） 

（３）提出方法 

佐久市教育委員会 文化振興課へ郵送か持参してください。 
 

 

４ 補助金の額 

  補助金の額は、補助対象経費の１／２以内です。ただし、事業の収入に補助金を

加算した金額が補助対象経費を上回る場合は、その差額分を減額します。 

  また、上限を 10万円とし、予算の範囲内で補助します。（千円未満切り捨て） 
 

 

５ 補助対象経費 

  補助対象経費は、補助対象事業開催のために必要な経費のうちに次に掲げるもの

とします。これ以外の経費は、補助対象事業開催のために必要な経費であっても、

補助対象経費にはなりません。 

補助対象経費 注意事項 

（１）会場使用料 ＊会場と会場に附帯する設備の使用料 

＊本番とリハーサル・ゲネプロ（１回）又は本番と

前日準備に限る。 

（２）舞台設備等の借上料 ＊事業の実施に必要な音響・照明など、会場に備え

る設備の借上料 

＊本番とリハーサル・ゲネプロ（１回）又は本番と

前日準備に限る。 

（３）演奏者、上演者、講演

者等への謝礼 

＊申請団体に所属する者は除く。 

＊１事業に対しての謝礼とする（１事業中複数公演

を行っても定額とする）。 

＊補助対象経費として認める金額の上限を１万円と

する。 

＊収支予算書に支払対象者の氏名等を記載し、プロ

フィールを添付する。 
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＊演奏者等から謝礼の領収書がもらえない場合は、

担当課へ相談してください。 

（４）印刷製本費 ＊本番に係るもののみ。 

※（１）～（４）以外の経費は原則として認めません。 

※収支予算書に計上されていない経費は、精算時に対象経費として計上することはで

きません。申請の段階で綿密な計画を立てるようにしてください。 
 

 

６ 事業の審査 

（１）申請のあった事業は、佐久市教育委員会が採択・不採択を決定します。 

（２）審査の結果、補助金減額又は補助事業不採択となることがあります。 

（３）審査結果については、応募されたすべての団体に対し通知します。 
 

 

７ 補助事業の表示 

  補助金を受けて実施する事業の印刷物には、「佐久市文化振興基金活用事業」と

明示してください。また、事業の開催中にも「佐久市文化振興基金活用事業」の表

示に努めてください。 
 

 

８ 補助事業実績報告 

（１）補助事業が終了したら、30日以内又は平成 30年３月 30日のいずれか早い日

までに、補助事業実績報告書を佐久市教育委員会へ提出してください。 

（２）補助事業実績報告書には次の書類を添付してください。 

ア 補助事業に係る収支決算書及び領収書の写し 

（ア）補助対象経費の領収書の写しは必ず添付してください。適切な支出である

ことが、添付書類等から確認できない場合や不備がある場合には、補助金を

交付することができませんので、保管には十分ご注意ください。 

（イ）領収書の宛名は必ず申請団体名でもらってください。立替精算は認めませ

ん。 

（ウ）インターネットを利用した通販や、口座振替や振込により支払いをした場

合でも、領収書は必要です。 

イ 芸術文化活動事業評価報告書 

ウ 補助事業の実施内容が分かる資料（写真かビデオ、チラシやプログラム） 
 

 

９ 補助金交付請求 

  補助金確定通知書を受け取ったら、佐久市芸術文化活動事業補助金交付請求書に

より補助金の交付の請求をしてください。 
 

 

１０ 補助事業の変更又は中止 

  補助事業を内容変更又は中止する場合は、速やかに佐久市芸術文化活動事業補助

金変更（中止）承認申請書を佐久市教育委員会に提出してください。 

  事業内容の変更とは、次のいずれかに該当する場合です。 

（１）収入又は支出項目の変更 
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（２）実施期日・場所の変更 

（３）演奏者等の変更 
 

１１ 芸術文化の範囲 

  佐久市芸術文化活動事業補助金制度における芸術文化は、佐久市文化振興計画に

おいて定義されている「文化の領域」の範囲とします。 

（１）芸術（文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊等） 

（２）メディア芸術（映画、漫画、アニメーション等） 

（３）伝統芸能（雅楽、能楽、文楽、歌舞伎等） 

（４）芸能（講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱等） 

（５）生活文化等（茶道、華道、書道、国民娯楽、出版物等） 

（６）文化財等（有形文化財及び無形の文化財等） 
 

 

１２ 申請書類等について 

  申請に必要な書類の様式は、佐久市教育委員会で配布します。 

  申請方法、提出書類、補助金額など詳しい内容について説明しますので、事前に

ご相談ください。 

 ※佐久市のホームページからもダウンロードできます。 

  http://www.city.saku.nagano.jp 
 

 

１３ 補助金交付の方針 

（１）補助金の交付は、１団体につき、同一年度内で１回とし、最初に交付を受けて

から５年間です。 

（２）補助金の交付は、多様な芸術文化活動に幅広く行いますが、申込者多数の場合

は以下の事業を優先します。 

ア 高い芸術性を有する芸術文化活動だが、その性格上採算の望めない事業 

イ 実績や将来性を有するが、財政的基盤が十分でない芸術文化団体等の事業 

ウ 新たな局面を切り開く可能性が認められる先駆的・実験的な事業 

エ 次世代の芸術文化を育てる事業 

オ 地域の文化振興や文化財の保存・活用に関し、寄与が大きいと認められる事

業 

（３）補助金交付決定額の合計が予算額を上回った場合、交付を受けられない場合が

あります。 
 

 

１４ その他の注意事項 

（１） 補助金額 30万円と 10万円は、同じ年度内に両方申請することはできませ

ん。前年度と補助金額を変更して申請することは可能です。この場合の交付を受

けることができる年数は、継続して計算するものとします。（例：10万円を 5年

にわたり交付を受けた後、30万円に 5年間申請は可能） 

（２）申請書は、必要事項が記載され添付書類が揃っていれば受付いたしますが、書

類審査の後、記載事項の訂正や添付書類の追加提出をお願いすることがありま

す。 
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（３）申請多数の場合に、補助金額を減額することがあります。 

（４）佐久市芸術文化活動事業補助金の応募要項は、変更することがあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類提出場所及び問い合わせ先 

  佐久市教育委員会事務局 社会教育部 文化振興課 文化振興係 

（住 所）〒385-8501 

佐久市中込３０５６（佐久市役所南棟）佐久市教育委員会 文化振興

課 

（連絡先）電 話：０２６７－６２－５５３５ 

    ﾌｧｸｼﾐﾘ：０２６７－６４－６１３２ 
 



[ここに入力] 

 

6 
 

１５ 日程および事務手続きの流れ ～公募から補助金受取まで～ 

 

  芸術文化団体等               市・市教育委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

芸術文化事業の企画 芸術文化活動事業補助金の公募 

① 補助金交付申請書の作成 

4月 3日(日)～12月 28日(木) 

補助事業の審査 

補助金交付決定 

補助金交付決定通知書の作成 

「佐久市文化振興基金活用事業」 

の表示 

補助事業の開催 

③ 実績報告書の作成 

30日以内又は平成 30年 3月 30日

（金）のいずれか早い日まで 

事業内容確認 

補助金額の確定 

補助金確定通知書の作成 

④ 補助金交付請求書の作成 

補助金交付請求書の確認 

補助金の交付 

補助金受取 

申請期間後の 12月末日以降 

提出 

交付 

提出 

通知 

提出 

通知 



[ここに入力] 

 

7 
 

佐久市芸術文化活動事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、佐久市文化振興計画に基づき、芸術文化活動の普及と充実を図り、市民が

様々な芸術文化に触れる機会を拡充するため、市内の団体が行う芸術文化活動に要する経費に

対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、佐久市補助金等交付規則（平成17年佐久

市規則第40号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

(１) 市内に活動拠点を有し、かつ、市民が含まれる団体であること。 

(２) 代表者が明らかであり、かつ、その者が成人であること。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者が主催

し、市内において市民を対象として行う芸術文化に関する事業であって、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

(１) 本市の他の補助金の交付を受けていないこと。 

(２) 補助金の交付の申請をした日の属する年度の末日までに完了する事業であること。 

(３) 特定の個人又は団体に対して行う事業でないこと。 

(４) 学校が主催する事業でないこと。 

(５) 政治的活動又は宗教的活動を目的とした事業でないこと。 

(６) 営利を目的とした事業でないこと。 

(７) チャリティーを目的とした事業でないこと。 

(８) 公序良俗に反する事業又はそのおそれのある事業でないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲げる経費と

する。 

(１) 会場使用料 

(２) 舞台設備等の借上料 

(３) 演奏者、上演者、講演者等（以下「演奏者等」という。）への謝礼 

(４) 演奏者等の交通費及び宿泊費 

(５) 印刷製本費 

(６) 前各号に掲げるもののほか、佐久市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が事業の

実施に必要と認めたもの 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額（その額に1,000円未満の端数を生じた

ときは、これを切り捨てた額）とし、30万円を限度とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額（以下「算出額」という。）と補助対

象事業による収入額との合計額が、補助対象経費の額を上回るときは、その差額を算出額から差

し引いた残りの額を補助金の額（その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て

た額）とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、佐久市芸術文化活動事

業補助金交付申請書（様式第１号）を教育委員会に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第７条 教育委員会は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、補助金の交付の可否

を決定し、申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 
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第８条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助対象事業が完了

したときは、佐久市芸術文化活動事業補助金実績報告書（様式第２号）を教育委員会へ提出しな

ければならない。 

２ 前項に規定する報告書の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補

助金の交付決定のあった日の属する年度の３月31日のいずれか早い日とする。 

（交付請求） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、佐久市芸術文化活動事業補助金

交付請求書（様式第３号）を教育委員会に提出しなければならない。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年12月24日教委告示第24号） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

様式第１号（第６条関係）（省略） 

様式第２号（第８条関係）（省略） 

様式第３号（第９条関係）（省略） 

 



佐久市文化振興基金活用事業 開催実績と計画 資料４

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ型 ｼﾞｬﾝﾙ 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

演劇･
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ

劇団四季
(ﾌｧﾐﾘｰﾐｭｰｼﾞｶﾙ)
入場者数 769人

劇団四季
(ﾌｧﾐﾘｰﾐｭｰｼﾞｶﾙ)
入場者数 749人

(小・中学生芸術鑑賞会)
入場者数 2,041人

劇団四季
(ﾌｧﾐﾘｰﾐｭｰｼﾞｶﾙ)
入場者数 754人

(小学6年芸術鑑賞会)
入場者数 920人

風間杜夫ひとり芝居
(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)

入場者数 381人

劇団四季
(ﾌｧﾐﾘｰﾐｭｰｼﾞｶﾙ)

(小学6年芸術鑑賞会)

劇団四季
(ﾌｧﾐﾘｰﾐｭｰｼﾞｶﾙ)

(小学6年芸術鑑賞会)

劇団四季
(ﾌｧﾐﾘｰﾐｭｰｼﾞｶﾙ)

(小学6年芸術鑑賞会)

ｸﾗｼｯｸ音楽
･ｵﾍﾟﾗ

ｳｨｰﾝ･ｸﾗｲｽﾗｰ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ
(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)
入場者数 427人

ｲ･ﾑｼﾞﾁ合奏団
入場者数 746人

読響ｺﾝｻｰﾄ
入場者数 723人

ﾊﾞﾚｴ 牧阿佐美ﾊﾞﾚｴ団公演

伝統芸能･芸能

NHK公開番組
「ｵﾝﾊﾞﾄ+」

(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)
入場者数 858人

柳家さん喬＆喬太郎
落語親子会

入場者数 541人

ＮＨＫ公開番組
「民謡魂 ふるさとの唄」

(ｺｽﾓﾎｰﾙ共催事業)
入場者数 523人

年忘れ落語会
春風亭小朝独演会
入場者数 427人

柳家小三治・三三
落語親子会

舞踊･舞踏
ﾀﾞﾝｽ

ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰ音楽

南こうせつ with
ｳｰ・ﾌｧﾝ

(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)
入場者数 760人

ｺﾝｻｰﾄ&ﾄﾞﾗﾏ
(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)

入場者数 204人

その他
ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ
講演会等

米村でんじろう
ｻｲｴﾝｽｼｮｰ

(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)
入場者数 766人

ｵｰｹｽﾄﾗで聴くｼﾞﾌﾞﾘ音楽
(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)

入場者数 764人

ともしび音楽企画ｺﾝｻｰﾄ
(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)

入場者数 227人

ｻﾞ･ｸﾞﾚﾝ･ﾐﾗｰ
ｵｰｹｽﾄﾗ ｺﾝｻｰﾄ
(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)

信州パリ祭2013
(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)
入場者数 614人

児童・青少年のための
舞台芸術ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

〈ｷｯｽﾞ･ｻｰｷｯﾄ in SAKU〉
延入場者数 4,879人

児童・青少年のための
舞台芸術ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

〈ｷｯｽﾞ･ｻｰｷｯﾄ in SAKU〉

児童・青少年のための
舞台芸術ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

〈ｷｯｽﾞ･ｻｰｷｯﾄ in SAKU〉

児童・青少年のための
舞台芸術ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

〈ｷｯｽﾞ･ｻｰｷｯﾄ in SAKU〉

大きな輪となれ
ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝｻｰﾄ

(ｺｽﾓﾎｰﾙ共催事業)
入場者数 522人

大きな輪となれ
ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝｻｰﾄ

(ｺｽﾓﾎｰﾙ共催事業)
入場者数 800人

大きな輪となれ
ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝｻｰﾄ

(ｺｽﾓﾎｰﾙ共催事業)
入場者数 800人

大きな輪となれ
ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝｻｰﾄ

(ｺｽﾓﾎｰﾙ共催事業)
入場者 800人

大きな輪となれ
ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝｻｰﾄ

(ｺｽﾓﾎｰﾙ共催事業)

大きな輪となれ
ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝｻｰﾄ

(ｺｽﾓﾎｰﾙ共催事業)

大きな輪となれ
ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝｻｰ

(ｺｽﾓﾎｰﾙ共催事業)

ｱｳﾄﾘｰﾁ
(心が豊かになる

音楽への招待･全4回)
(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)
入場者数 591人

ｱｳﾄﾘｰﾁ
(心が豊かになる

音楽への招待･全4回)
(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)
入場者数 726人

ｱｳﾄﾘｰﾁ
(心が豊かになる

音楽への招待･全4回)
(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)
入場者数 669人

ｱｳﾄﾘｰﾁ
(心が豊かになる

音楽への招待･全4回)
(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)

入場者数 901人

ｱｳﾄﾘｰﾁ
(心が豊かになる

音楽への招待･全4回)
(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)

ｱｳﾄﾘｰﾁ
(心が豊かになる

音楽への招待･全4回)
(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)

ｱｳﾄﾘｰﾁ
(心が豊かになる

音楽への招待･全4回)
(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)

PAS 全12回
(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･講演会等)

(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)
入場者数 534人

PAS 全15回
(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･講演会等)

(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)
入場者数 681人

PAS
(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･講演会等)

(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)

PAS
(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･講演会等)

(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)

PAS
(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･講演会等)

(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)

PAS
(ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･講演会等)

(ｺｽﾓﾎｰﾙ事業)

こころのﾐｭｰｼﾞｶﾙ こころのﾐｭｰｼﾞｶﾙ こころのﾐｭｰｼﾞｶﾙ こころのﾐｭｰｼﾞｶﾙ こころのﾐｭｰｼﾞｶﾙ こころのﾐｭｰｼﾞｶﾙ こころのﾐｭｰｼﾞｶﾙ

芸術文化活動
事業補助金

交付団体数 13団体

芸術文化活動
事業補助金

申請団体数 12団体
(不採択 1団体)

芸術文化活動
事業補助金

申請団体数 8団体
(不採択 1団体)

芸術文化活動
事業補助金

芸術文化活動
事業補助金

芸術文化活動
事業補助金

ｱｰﾃｨｽﾄﾊﾞﾝｸ
(経費指定管理料に含む)

ｱｰﾃｨｽﾄﾊﾞﾝｸ
(経費指定管理料に含む)

ｱｰﾃｨｽﾄﾊﾞﾝｸ
(経費指定管理料に含む)

ｱｰﾃｨｽﾄﾊﾞﾝｸ
(経費指定管理料に含む)

ｱｰﾃｨｽﾄﾊﾞﾝｸ
(経費指定管理料に含む)

ｱｰﾃｨｽﾄﾊﾞﾝｸ
(経費指定管理料に含む)

体験・参加型

支援型

鑑賞型

○ ○

○ ○

鑑賞型企画事業


